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 2019年 12月 4日の日本内視鏡外科学会 理事会において、「ロボット支援手術プロクター

認定制度規則（消化器・一般外科）」が承認されました。このロボット支援手術プロクター認

定制度（消化器・一般外科）への申請手続きについては、以下および本制度規則などをご参

照のうえ、正しい手順でご応募くださいますようお願い申し上げます。 

 

本認定は、次の機種に関するもので、手術実績一覧表に記入いただく症例もこれらの機種

によるものに限ります。 

インテュイティブサージカル合同会社：da Vinci S サージカルシステム、da Vinci Si サージカ

ルシステム、da Vinci X サージカルシステム、da Vinci Xi サージカルシステム、Da Vinci 5 

サージカルシステム 

株式会社メディカロイド：hinotori サージカルロボットシステム 

 

１．申請資格 

「ロボット支援手術プロクター認定制度規則（消化器・一般外科）第 6条」を参照のこと。 

申請時に年会費を完納していることを必須とする。 

 

２．申請受付期間および結果通知時期 

3月～7月頃までの申請分： 10月頃に通知 

8月～10月頃までの申請分：  1月頃に通知 

11月～2月頃までの申請分：  5月頃に通知 

※受付期間および通知時期は、理事会が 4 月中旬/9 月中旬/12 月中旬に開催される場合

の予定であり、実際には各年度によって異なりますので、ご注意ください。 

※到着した申請については、随時受付いたしますが、事務局にて申請書をお預かりし適宜

理事会承認となります。 

 

３．申請方法  

各申請書類をホームページよりダウンロードし、入力後にその他必要書類とともに事務局ま

で郵送のこと。（簡易書留による送付とし、それ以外の方法で送付した場合の事故などにつ

いては、一切の責任を負わない。） 

一旦受け付けた申請書類はいかなる事情があっても返却しない。 

なお、受取通知を希望する場合は、返信用官製ハガキ（必ず、宛先住所・ 氏名を明記のこ

と）を同封すること（希望のない場合は受取通知しない）。 



４．提出書類 

申請者は、次に定める書類および申請料を、本制度部会に提出すること。なお、すでに当該術式

についてプロクター認定資格を有する者が、別の手術支援ロボットによるプロクターを申請する

場合、下記(1)(4)(8)を提出すること。また、すでに当該術式について、他機種でのプロクター認定

資格を有する新機種導入時の学会認定暫定術者が、当該新機種のプロクターを申請する場合

も、下記(1)(4)(8)を提出する。 

 

(1) 消化器・一般外科ロボット支援手術プロクター認定申請書（書式 1） 

申請者の署名（または記名押印）のある原紙を提出すること。 

※申請書の内容と会員登録情報が異なる場合は、会員登録情報も更新してください。 

 

(2) 履歴書（書式 1-2）  

申請者の署名（または記名押印）のある原紙を提出すること。 

 

(3) 日本消化器外科学会 消化器外科専門医認定証のコピー 

※有効期限内であること。 

 

(4) 消化器・一般外科ロボット支援手術実績一覧表（書式 2） 

主たる術者として次の申請術式毎の条件を満たす経験を記入すること。 

※実績の術式名は医科点数表第 10部の区分番号（K コード）に対応した名称で記

入すること。 

例：腹腔鏡下噴門側胃切除術（ロボット支援手術） ※K６５５－５の場合 

※ロボット支援食道切除術プロクターの申請・・・20例以上執刀 

※ロボット支援胃切除術プロクターの申請・・・40例以上執刀（うち、5例は食道切離・

再建を伴う症例とし、そのなかに胃全摘術 2例以上を含む） 

※ロボット支援大腸切除術プロクターの申請・・・40例以上執刀 

※2024年9月4日以降は、直腸と結腸の分別はなくなり、大腸としての申請受付とな

りました。詳しくは下記リンクのお知らせをご確認ください。 

(https://www.jses.or.jp/uploads/files/robot/procter/Notice_robot_assisted_s

urgery_proctor_202409.pdf) 

＊すでにプロクター認定資格を有する者が、別の機種のプロクターを申請する場合、

当該術式の術者経験10例（食道領域は5例）が必要である。 

＊すでに他機種のプロクター認定資格を有する新機種導入時の学会認定暫定術者

がプロクターを申請する場合、当該術式4例以上（食道領域は2例以上）の経験が

あれば同術式のプロクター申請ができる。 

 

(5) 消化器・一般外科ロボット支援手術関連業績目録（書式 3） 

消化器・一般外科ロボット支援手術に関して各種学会および学術雑誌において、1

件以上の論文発表、あるいは学会発表（主著、あるいは共著）が必要となる。 

論文は 1ページ目のコピー、学会発表は抄録のコピーを添付すること。 

※論文および学会発表は申請該当術式のものとし、学会発表実績は、全国学会もし

くはそれに付随する地方会、JSES公認の研究会等の学会発表実績とすること。 

（複数臓器での申請の場合には、各臓器に該当する術式の業績が必要となる。） 

https://www.jses.or.jp/uploads/files/robot/procter/Notice_robot_assisted_surgery_proctor_202409.pdf
https://www.jses.or.jp/uploads/files/robot/procter/Notice_robot_assisted_surgery_proctor_202409.pdf


(6) 推薦状（書式 4） 

申請者の消化器・一般外科ロボット支援手術手技を評価しうる 2名の推薦状を提出

すること。 

※2名の署名が必要となる。推薦者は、申請者と同等、もしくは上の立場の方が望ま

しい。該当者がいない場合には、役職をもつ第三者の署名も可とする。 

 

(7) 申請日から過去 5 年以内のロボット支援手術プロクター教育セミナーの受講証明書の

コピー 

※対象は総会中に開催されたロボット支援手術プロクター教育セミナー（現地もオン

デマンド配信受講も可）の受講に限る。本会 e ラーニングのロボット支援手術プロク

ター教育セミナーの修了証の提出による申請は不可。 

 

(8) 消化器・一般外科ロボット支援手術プロクター認定申請料の振込票の控え 

※振込日・振込人・振込金額・振込先が確認できるものを提出する。画面コピーなど

も可。 

 

５．申請料 

申請料は、臓器（申請術式）毎に 10,000円とする。 

※課税区分：課税 10%対象（内税、消費税 909 円） 

※申請料は申請臓器毎に必要となる。 

例えば、胃・大腸の 2 臓器のプロクター認定を申請する場合は、20,000 円となる。 

同時の申請時でも、別々の申請時でも同様。 

 

【申請料振込先】 

三井住友銀行 大塚支店  普通  ２２０７０９０ 

一般社団法人 日本内視鏡外科学会 プロクター 

シャ）ニホンナイシキョウゲカガッカイ プロクター 

 

【複数領域での申請】 

同時に複数臓器での申請は、書式 1の申請臓器に〇をすること。 

領域を追加して申請の場合は、書式 1の取得済臓器を記載すること。 

 

【資格更新】 

消化器・一般外科のプロクター認定資格は 5 年ごとに更新を必要とする。その際に認定され

ているすべての術式について資格が更新される。 

複数臓器の認定資格を保有している場合、資格更新時にすべての臓器の認定期間を揃え、

最初に取得した臓器の認定期間で管理することとなる（機種別）。 

 

６．問い合わせ 

事務的な問い合わせは事務局まで連絡のこと。ただし、審査については規則や本文書を参

照のこととし、個別の問い合わせは一切受け付けない。 

 

 



７．申請書類の送付先 

 

日本内視鏡外科学会プロクター認定制度 新規申請受付係 

〒120-0004 東京都足立区東綾瀬 1-25-15 

株式会社ジェー・ピィー・アール内 

以上 


